
   静岡市がん患者補整具購入費助成金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 静岡市は、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図る

ため、がん治療による外見の変貌を補完する補整具を購入するがん患者に対し、予算の範囲

内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平

成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

 （助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次に掲げる要件の全

てを満たす者とする。 

（１）市内に住所を有すること。 

（２）がんと診断され、かつ、その治療を受ける者（過去に受けたことがある者及び受ける予

定がある者を含む。）であること。 

（３）がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴い補整具が必要となり、又は必要になると

想定される者であること。 

 （助成事業） 

第３条 助成金の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、補整具を新たに購入する事

業であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、国又は地方公共団体から他の

補助金等の交付を受ける場合は、助成事業としない。 

 （助成対象となる補整具及び助成対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる補整具は、次の表のとおりとし、助成対象者１人につきそ

れぞれ１回限りとする。 

区分 要件 

ウィッグ 全頭用であるもの（毛付き帽子及び装着時に皮膚を保護するネッ

トを含む。）で療養生活の質の向上を図るものとして、市長が必要

があると認めるものに限る。 

乳房補整具 補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房のいずれ

かで療養生活の質の向上を図るものとして、市長が必要があると

認めるものに限る。 

２ 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成事業に要する経

費のうち、前項に規定する補整具の購入費とする。 

 （助成金の額） 



第５条 助成金の額は、前条第１項の補整具ごとに、助成対象経費の２分の１に相当する額（そ

の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）の範囲内において市長が定

める額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。 

（１）ウィッグ ３万円 

（２）乳房補整具 次に定める額 

  ア 補整下着及び下着とともに使用するパッド ３万円 

  イ 人工乳房 10万円 

 （交付の申請） 

第６条 助成金の交付の申請をしようとする者（その者が未成年である場合にあっては、その

法定代理人）は、がん患者補整具購入費助成金交付申請書兼実績報告書（様式第１号。以下

「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）第２条第２号に掲げる者であること及びがん治療に起因する脱毛若しくは乳房の切除又

はそのおそれが見込まれることを証明する書類の写し 

（２）補整具の購入に係る領収書の写しその他の購入した補整具、購入者、購入日及び購入費

を証明する書類 

（３）商品カタログその他の購入した補整具が確認できるもの 

（４）市内に住所があることが分かる書類 

（５）申請者が法定代理人であることが分かるもの（助成対象者が未成年である場合に限る。） 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

２ 前項の規定による申請書は、助成事業が終了した日の属する年度の末日までに提出しなけ

ればならない。ただし、１月から３月までの間に助成事業が終了したときは、助成事業が終

了した日から起算して90日を経過する日までに申請書を提出することができる。 

（交付の決定及び確定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を

審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、助成金の交付を決定し、及び助成

金の額を確定したときは、がん患者補整具購入費助成金交付決定兼確定通知書（様式第２号）

により、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場

合は、補助金の交付の決定をしない。 

（交付の条件） 

第８条 市長は、前条第１項の規定により助成金の交付の決定をする場合において、次に掲げ



る条件を付すものとする。 

（１）助成事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがない

財産については、市長が別に定める期間）内において、市長の承認を受けないで、助成金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない

こと。 

（２）市長の承認を受けて助成事業により取得した財産を処分することにより収入があった場

合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

（３）助成事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。 

 （請求） 

第９条 助成金の交付の決定及び確定を受けた者は、速やかに請求書（様式第３号）を市長に

提出しなければならない。 

 （雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この要綱は、令和元年11月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年６月15日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の静岡市がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に交付申請があった助成金について適用し、同日前に交付申請があっ

た助成金については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の静岡市がん患者補整具購入費助成金交付要綱の規定は、この要綱

の施行の日以後に交付申請があった助成金について適用し、同日前に交付申請があった助成

金については、なお従前の例による。 



３ この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱(以 

下「旧要綱」という。)の様式により作成されている文書は、この要綱による改正後の静岡市 

がん患者補整具購入費助成金交付要綱により作成された文書とみなす。 

４ この要綱の施行の際、現に旧要綱の様式により作成されている用紙は当分の間、調整して 

 使用することができる。

   附 則 

 この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

がん患者補整具購入費助成金交付申請書兼実績報告書 

 

年  月  日  

（宛先）静岡市長                       

  助成金の交付を受けたいので、裏面の誓約・同意事項に誓約・同意の上、静岡市がん患者

補整具購入費助成金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

申 

請 

者 

ふりがな  助成対象者との関係 

氏  名                     

生年月日     年   月   日 性別    男 ・ 女 

住  所 
〒 

電話番号  

 

助 

成 

対 

象 

者 

□ 申請者本人 

□  
申請者と 
異なる者 
  

私は、上記申請者を代理人と定め、静岡市がん患者補整具購入費助成
金交付要綱に基づく手続き、請求及び受領に関する一切の権限を委任し
ます。（助成対象者が未成年の場合を除く。） 

ふりがな  

氏  名                    

生年月日       年   月   日 

住  所 
〒 
 

電話番号  

助成

申請

額 

ウィッグ 補整下着 人工乳房 

30,000円と購入費の1/2（1,000

円未満切捨て）のいずれか低い額       
 
         円 

30,000円と購入費の1/2（1,000

円未満切捨て）のいずれか低い額          
          
         円 

100,000円と購入費の1/2（1,000

円未満切捨て）のいずれか低い額 

  

      円 

過去における当該助成金の受給の有無 無 ・ 有（       ） 

添付
書類 
 
添 
付 
し 
て 
く 
だ 
さ 
い 

□（１）ウィッグの場合 抗がん剤名が記載された 診療明細書の写し等 

乳房補整具の場合 乳腺腫瘍手術が記載された 診療明細書の写し等 

（がんと診断され、かつ、その治療を受ける者（過去に受けたことがある者及び受ける予

定がある者を含む。）であること及びがん治療に起因する脱毛若しくは乳房の切除又はそ

のおそれが見込まれることを証明する書類の写し） 

□（２）補整具の購入に係る領収書の写し等 
（購入した補整具、購入者、購入日及び購入費を証明する書類） 

 

□（３）商品カタログ等（購入した補整具が確認できるもの） 

 
□（４）運転免許証 又は 健康保険証の 表面及び裏面の写し等 

（市内に住所があることが分かる書類） 

 
□（５）申請者及び助成対象者の健康保険証の写し等 

（（助成対象者が未成年である場合に限る。）申請者が法定代理人であることが分かるもの） 

 



誓約・同意事項 

 

１ 誓約事項 

 次に掲げるものに該当しないこと。 

（１）暴力団員等（静岡市暴力団排除条例（平成 25年静岡市条例第 11号）第２条第３号に規

定する暴力団員等をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）の配偶者（暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）であると認められるもの 

（２）暴力団（静岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ）、暴

力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの 

（３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの 

（４）暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるもの 

（５）暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるもの 

 

２ 同意事項 

（１）静岡市から前項各号に該当するものか否かを確認するため必要な書類の提出を求められ

たときは、直ちに提出すること。 

（２）本様式の記載事項を、静岡市が警察署に提供すること。 

（３）申請書及び添付書類の記載事項について、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して聴

取、現地調査等を行うこと。 

  



様式第２号（第７条関係） 

第   号  

年  月  日  

           様 

 

静岡市長 氏   名 印  

 

がん患者補整具購入費助成金交付決定兼確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあったがん患者補整具購入費助成金については、次のと

おり決定及び確定をしたので、静岡市がん患者補整具購入費助成金交付要綱第７条第１項の

規定により通知します。 

 

 １ 交付決定・確定額          円 

  

２ 交付の条件 

（１）助成事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがな

い財産については、市長が別に定める期間）内において、市長の承認を受けないで、助

成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはな

らないこと。 

（２）市長の承認を受けて助成事業により取得した財産を処分することにより収入があった

場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

（３）助成事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理すること。 

（４）（１）から（３）までに掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守する

こと。 

 

 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

年   月   日  

  

請  求  書 

 

 （宛先）静岡市長 

                          住所 

                     請求者  氏名              

                          電話  

 

年  月  日付け       第    号により交付の決定及び確定を受けた

がん患者補整具購入費助成金として、静岡市がん患者補整具購入費助成金交付要綱第９条の

規定により、次のとおり請求します。 

 

 １ 請求金額   金          円 

 

 ２ 振込先口座 

  

銀  行 

信用金庫 

組  合 

本 店 

支 店 

出張所 

種 目 

口座番号 １ 普通預金 

２ 当座預金 

３ その他 金融機関コード 店舗コード        

       

フリガナ  

口座名義人 
 

 


